
安全保障関連三文書にたいする声明        ２０２２.12.23    立憲デモクラシーの会 

岸田文雄内閣は、12月 16日、安全保障関連三文書の改定を閣議決定した。立憲デモクラシーの会

は、すでに敵基地攻撃能力保有の問題性を指摘する声明を発表しているが、今回の三文書につい

て、改めて、その内容と手続きの両面から疑義を呈したい。 

 政府は敵基地攻撃能力の保有により「抑止力」を高めることが日本の安全に不可欠だと主張する。し

かし、一般に抑止という戦略は相手国の認識に依存するので、通常兵力の増強が相手国に攻撃を断

念させる保証はなく、逆にさらなる軍拡競争をもたらして、安全保障上のリスクを高めることもありうる。 

 また、政府は日本が攻撃を受ける事態の意味について、「敵国」が攻撃に着手することを含むかどう

かについてあえて曖昧にしている。すなわち、日本に向けたミサイルの発射の前に日本から攻撃を行

う可能性を否定していない。そもそも、「敵国」が発射するミサイルが日本を攻撃するためのものか否

かは、発射された後にしか確定し得ない。「先制攻撃」と自衛のための「反撃」の区分はきわめて不明

確であり、敵基地攻撃能力の保有は専守防衛という従来の日本の防衛政策の基本理念を否定するも

のと言わざるを得ない。 

 政府の打ち出した防衛費増額についても、それが日本の安全確保に資するものかどうか、疑問であ

る。来年度から 5年間の防衛費を 43兆円、GDPの 2％にすると政府は表明した。しかし、今回の防

衛費急増は、必要な防衛装備品を吟味したうえでの積み上げではなく、GDP比 2％という結論に合わ

せた空虚なものである。すでに、第二次安倍晋三政権がアメリカから有償武器援助で多くの防衛装備

品を購入しており、その有効性についての検証もないまま、いたずらに防衛費を増加させることは、壮

大な無駄遣いに陥る危険性をともなう。 

 臨時国会が閉幕してわずか 1週間の間に、与党調整を済ませ、閣議決定するという手法も批判しな

ければならない。そもそも防衛費大幅増、敵基地攻撃能力の保有は今年 4月からウクライナ戦争に便

乗する形で、自民党内で声高に叫ばれるようになった。岸田首相にその気があれば、7月の参議院選

挙で防衛費急増とそのための増税を争点とし、国民の審判を受けることができたはずである。選挙の

際には争点を隠し、秋の臨時国会でも国会と国民に対する説明をせず、内閣と与党だけで重大な政

策転換を行ったことは、国民不在、国会無視の独断である。 

 いま日本では、経済的停滞と人口減少が続き、社会・経済の持続可能性が危機に瀕している。その

ような状況で「国を守る」とは何を意味するのか。防衛装備品の増強は巨額の後年度負担をともない、

将来の財政を圧迫し続ける。政府が言う歳出削減、税外収入などを充てる財源確保策は一時的なも

のであり、国民の税負担の増加は政府の言う 1兆円の数倍に上ることが確実である。 

 今回の防衛政策の転換と防衛費急増は、国民の疲弊のみならず、東アジアにおける緊張を高め、軍

拡競争を招くことが憂慮される。立憲デモクラシーの会は、日本の安全保障政策のあるべき姿と防衛

力の規模について、来年の通常国会において白紙から議論を進めることを求める。 

 


